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令和７年度 市民税・県民税・国民健康保険税の申告について
■申告が必要か不明な方は下記のフローを参考にするかお問い合わせください。
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はい いいえ

所得税が給与または年金から源泉徴収されていて、申告により還付を受けますか？

所得額が20万円

を超えている

年金以外の所得が

20万円を超えている

③

年金以外の

収入がある

③

収入なし

②

扶養親族に

なっている

市・県民税の申告が必要です。郵送で申告書を提出してください。

郵送での申告が難しい方は、市広報１月１６日号をご覧ください。

主に給与収入

はい いいえ

次のいずれかに該当する

●給与を１か所から受けてい

て、年末調整をしている

●給与を２か所以上から受け

ているが、年末調整で合算して

いる

給与以外の収入がある

③

はい いいえ

控除の追加がある（医療費控除、

扶養控除、生命保険料控除、等)

控除の追加がある（医療費控除、

扶養控除、生命保険料控除、

等）

③

はい いいえ

はい いいえ

主に公的年金等収入
(※公的年金等の収入が400万円を超える方は

原則確定申告が必要です。)

給与以外の所得が

20万円を超えている

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

次のいずれかに該当する

(令和7年1月1日現在)

●65歳以上で年金収入合

計額が149万円超である

●65歳未満で年金収入合

計額が99万円超である

主に営業・農業・
不動産・小作料・

雑(個人年金など)

所得金額が、所得税の

控除合計額より大きい

はい いいえ

はい いいえ

①

前年中（令和６年中）にどのような収入がありましたか？

◎収入とは自営業者の場合は売上金額となり、サラリーマンの場合は、社会保険料などを差し引く前の総支給額となります。

所得とは収入からその収入を得るために支出した金額（必要経費）を差し引いた額になります。給与所得、公的年金の雑所得

の求め方については、裏面の■給与所得金額速算表、■公的年金等に係る雑所得金額速算表をご覧ください。

確定申告、市・県民税の申告は必要ありません。

判定  結果  申告相談先  注意事項

所得税の確定申告が必要な

場合があります。
酒田税務署

●所得金額が所得税の控除合計より大きければ、確定申告が必要です。
(所得税の確定申告をした場合は、市・県民税の申告は不要です。)

市・県民税の申告が必要な

場合があります。

酒田市役所

税務課市民税係

●所得証明書等を取得する場合や国民健康保険税の軽減措置を受ける

場合、申告書の「3.  前年中に収入がなかった場合の記入欄」を記入して

下さい。
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